
　

教
育
支
援
資
金
は
、
生
活
福
祉
資
金

制
度
の
中
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
資
金
の

貸
付
に
よ
っ
て
進
学
等
を
支
援
し
、
世

帯
の
将
来
的
な
自
立
に
つ
な
げ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

進
学
し
て
か
ら
卒
業
後
に
就
職
し
て

返
済
を
終
え
る
ま
で
、
継
続
的
に
相
談

支
援
す
る
制
度
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の

進
学
に
際
し
、
お
困
り
の
方
は
一
度
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

こどもたちの、夢への挑戦を応援します！生活福祉資金貸付制度
進学に必要なお金の貸付制度「教育支援資金」の紹介
進学の際、一時的に多額のお金が必要になりますね。１つの制度として「奨学金」があり
ますが、初めて給付される時期は入学から数ヶ月後…。準備にかかるお金を理由に進学を
あきらめず、夢への一歩を踏み出すことができるよう【教育支援資金】があります。

【教育支援資金の内容】

■教育支援費
　高等学校、大学または高等専門学校の授業料等の
　各種経費や、通学定期代など
【貸付限度額】
　◆高校：月 35,000 円以内　◆高専：月 60,000 円以内
　◆短大：月 60,000 円以内　◆大学：月 65,000 円以内
　　　　※必要に応じて相談可能です。

■就学支度費
　高等学校、大学または高等専門学校に入学する
　際に必要な入学金・制服代や教材費など
【貸付限度額】一律：500,000 円以内

◆返済のめやすと貸付条件
【据置期間】卒業後 6 月
【償還期間】据置期間の経過後 20 年以内
【貸付利子】無利子
【連帯保証人】不要
　　　　※原則として低所得世帯が対象です。修学
　　　　　する本人が借入し、世帯の生計中心者が
　　　　　連帯借受人となって貸付を行います。

いっしょに一歩を踏み出そう！

貸付には要件があります。
まずはご相談ください。この制度の実施主体は福岡県

社会福祉協議会ですが、相談

窓口は岡垣町社会福祉協議会

となっています。

私たちが相談を受け付け、県

社協での審査の結果、貸付の

可否が決定されます。一定の

時間を要しますので、お早め

にご相談ください。
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